
下水管路破損の原因

（３）下水道施設の老朽化対策等の取組について

０



北勢沿岸流域下水道（北部処理区）
〔事業着手〕昭和51年度
〔供用開始〕昭和62年度（38年経過）
〔関係市町〕３市４町

四日市市､桑名市､いなべ市､東員町､
菰野町､朝日町､川越町

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）
〔事業着手〕昭和62年度
〔供用開始〕平成７年度（30年経過）
〔関係市〕 ３市
  四日市市､鈴鹿市､亀山市

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理区）
〔事業着手〕平成９年度
〔供用開始〕平成30年度（7年経過）
〔関係市〕 １市（津市）

中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処理区）
〔事業着手〕昭和56年度
〔供用開始〕平成５年度（32年経過）
〔関係市〕 １市（津市）

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）
〔事業着手〕平成２年度
〔供用開始〕平成10年度（27年経過）
〔関係市町〕２市１町

 津市､松阪市､多気町

宮川流域下水道（宮川処理区）
〔事業着手〕平成10年度
〔供用開始〕平成18年度（19年経過）
〔関係市町〕１市２町
    伊勢市、明和町、玉城町

下水管路破損の原因

下水道施設の老朽化対策等の取組について

三重県流域下水道施設の概要(令和６年度末現在）

強靭で持続可能な流域下水道を実現するため＿

適切な維持管理、改築等に取り組んでいます。

処理場 （北部浄化センター）

処理区 北部 南部 志登茂川
雲出川
左岸

松阪 宮川 計

浄化センター
処理能力

（千㎥/日：供用済）
１４９．５ ６４．６ １１．３ ４０．２ ４７．５ ２６．８ ３３９．９

管路延長(km) ９５．５ ３９．４ ２７．９ １２．２ ５３．１ ３６．９ ２６５．０

マンホール(基） ３２６ １０７ １２８ ２９ ２６１ １０６ ９５７

ポンプ場
（箇所）

１ ０ ０ １ ６ ０ ８

流域下水道施設のストック状況

各処理区の位置図

ポンプ場 （三渡川ポンプ場） 管路 （宮川処理区 内宮幹線）



①対象 ： 設置から30年が経過した内径２ｍ以上の下水道管

  うち、埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造や
過去の点検で腐食が確認された箇所 が優先実施箇所 とされた

②調査方法 ： 潜行目視又はテレビカメラによる調査にて緊急度※判定を行う

③ 結果公表時期 ： 

下水管路破損の原因
全国特別重点調査

下水道施設の老朽化対策等の取組について

※緊急度毎の対応 緊急度Ⅰ…原則１年以内の速やかな対策を実施

緊急度Ⅱ…応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施

緊急度Ⅲ…簡易な対応により必要な処置を５年以上に延長可能

優先実施箇所 ・・・ 令和７年９月１７日 国土交通省から公表済

その他の箇所 ・・・ 令和８年２月下旬以降に国土交通省から公表予定 （時期未定）

埼玉県八潮市の道路陥没事故をうけた下水道管路の調査について （１）

全国特別重点調査対象延長 
（km）

調査結果 (km）

処理区 幹線名 管路延長
緊急度Ⅰと判定
されたマンホール
間延長

緊急度Ⅱと判定
されたマンホール
間延長

その他
区間延長

（異状なし＿＿＿＿
又は軽度の異状）

要対策
延長

南部 鈴鹿川幹線 2.204 ― 1.135 0.007 1.069

鈴鹿川幹線 管路内劣化箇所

浸入水（痕跡）状況

一次覆工（鋼製セグメント）

二次覆工（コンクリート）

内径 2,000㎜

鈴鹿川幹線 管渠断面

調査対象管路延長 2.204km

うち優先すべき箇所延長 2.204km

緊急度Ⅱ区間延長 1.135㎞

地表面

マンホール

管路

× 浸入水箇所（７箇所）

要対策延長 ０．００７ｋｍ
（浸入水箇所１箇所を0.001kmとして算出）

× × × × × × ×

その他区間延長 1.０６９㎞

鈴鹿川幹線 調査イメージ

２．優先実施箇所の調査結果の詳細

三重県の全国特別重点調査対象延長 （km）

処理区 幹線名 管路延長 備考

北部

 

桑名幹線 1.653 その他の箇所

四日市幹線 3.642 その他の箇所

南部 鈴鹿川幹線 2.204 優先実施箇所

合計 7.499

３．今後の対応

浸入水を止めるための補修を実施し、そのうえで対策工法を検討する。

対策完了までは道路上からの点検頻度を増やし経過観察を行う。

１．国土交通省から要請 （令和７年３月１８日）

四日市市楠町
南五味塚

鈴鹿市

南部浄化
センター

四日市市楠町
北五味塚

緊急度Ⅱ判定区間
その他区間箇所

鈴鹿川幹線 位置図



津市一志町井生

緊急度Ⅱ判定区間

要対策延長 ０．０３７km

下水管路破損の原因対応経緯

下水道施設の老朽化対策等について

応急措置として硫化水素の発生源となる堆積有機物を除去をするための管内清掃を実施し、対策工法の検討に着手した。

対策工法決定後、工事に着手する。

調査対象 （km） 調査結果 （km）

事務所 処理区 幹線名
管路延長 
（km）

緊急度Ⅰと判
定されたマン
ホール区間延
長

緊急度Ⅱと判
定されたマン
ホール区間延
長

その他
区間延長

（異状なし＿＿＿＿
又は軽度の異状）

うち要対
策延長
（劣化箇所）

北勢
下水

北部 桑名幹線 1.889 ― ― ― 1.889

北勢幹線 0.288 ― ― ― 0.288

南部 （該当なし） ― ― ― ― ―

北勢下水 計 2.177 なし なし なし 2.177

中南勢
下水

志登茂川 志登茂川幹線 0.882 ― ― ― 0.882

雲出川左岸 香良洲幹線 1.853 ― ― ― 1.853

松阪 白山幹線 1.５46 ― 0.260 0.037 1.286

多気幹線 0.497 ― ― ― 0.497

宮川 （該当なし） ― ― ― ― ―

中南勢下水 計 4.778 なし 0.260 ０．０３７ 4.518

合計 6.955 なし 0.260 ０．０３７ 6.695

白山幹線 腐食箇所

腐食状況

腐食箇所

白山幹線 腐食箇所拡大

腐食状況（鉄筋露出）

埼玉県八潮市の道路陥没事故をうけた下水道管路の調査について (2）

白山幹線 位置図

三重県 独自 調査

※法定点検 （下水道法第7条の3、下水道法施行令第5条の12、下水道法施行規則第4条の5）

 流路の高低差が著しい箇所等、腐食するおそれが大きい管路について、５年に１回以上の点検が義務付けられている

白山幹線断面

鉄筋コンクリート管

内径800㎜

１．調査対象
法定点検※（５年に１回） の対象管路

２．独自調査結果の詳細

３．今後の対応



下水管路破損の原因

下水道施設の老朽化対策等の取組について

老朽化対策について

施設の延命化と将来にわたる機能の発揮が可能となるように維持管理を推進

維持管理の基本方針 管路の緊急度Ⅰ※及び設備（機械・電気）の健全度１※の発生を防止し、

下水道サービスを安定して提供

対策の概要

老朽化対策の取組状況

≪処理場・ポンプ場≫

 定期的な外観調査や分解調査、内部調査を実施し、健全度２に判定された

ものの中から状態や使用年数に応じ、改築・更新を実施

   令和７年度 ： 主に汚泥処理施設の更新を実施

（北部処理区、南部処理区、松阪処理区）

実施計画 三重県下水道ストックマネジメント計画 （令和７年度～令和１１年度）

老朽化した汚泥脱水機を更新

老朽化対策事例
北部浄化センター

対策後のイメージ

省エネ型の機械を採用
（スクリュープレス型）

老朽化した汚泥脱水機
（ベルトプレス型）

対策前

≪管路・マンホール≫

 施設の重要度に応じて定期的な点検・調査

を行い、緊急度Ⅱで改築・更新を実施

 令和7年度 ： 劣化の進行したマンホール

                      の長寿命化に着手

（南部処理区 鈴鹿川幹線）

ポンプ施設点検の様子

※健全度１ …著しく劣化しており、機能停止の状態

 健全度2 …劣化の度合・範囲が大きい状態

マンホール点検の様子管渠点検の様子

※緊急度Ⅰ…原則１年以内の速やかな対策を実施

 緊急度Ⅱ…応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施

管路・マンホール 処理場・ポンプ場



令和７年度 ： 主に北部処理区のマンホール耐震補強、 

                雲出川左岸処理区の香良洲幹線耐震対策を実施

流域下水道と

市町公共下水道との

接続点

①処理場

避難所、
県・市庁舎など
（重要施設）

下水道システムの急所となる施設（県）

③幹線管路
②ポンプ場

耐震化を優先する

管路等 （市町）

連携

● ： 上水道施設

● ： 下水道施設

下水道システムの急所となる施設※

の耐震化を最優先で進める

②ポンプ場

下水管路破損の原因対応経緯

下水道施設の老朽化対策等の取組について

下水道施設の地震対策について

震度７の地震後においても下水処理機能

が確保できるように耐震化を図る

耐震化の基本方針

対策の概要 地震対策の進捗状況

③‐2幹線管路（マンホール）

①処理場（急所施設）

（令和６年度末時点）

①処理場において急所となる施設

③‐1幹線管路（管渠）

令和１1年度末までに１００％完了 令和１１年度末までに１００％完了

令和11年度末までに１００％完了 令和8年度末までに１００％完了

揚水機能 沈殿機能 消毒機能

対策後対策前

対策箇所（耐震補強壁）

【対策事例】耐震補強壁の追加（南部浄化センター）

■ 耐震化対策済

■ 未対策

実施計画 総合地震対策計画 
（令和３年度～令和１０年度）

地震対策の取組状況

※急所となる施設
   ①処理場（揚水機能、沈殿機能、消毒機能）、  ②ポンプ場、  ③幹線管路

消毒施設

汚泥処理施設

水処理施設 （最初沈殿池）スクリーン

ポンプ棟

放流

流入



津波や洪水による浸水から施設を防護するため、施設開口部の閉塞や止水壁の設置等を行う

津波に対してリスク回避を行うべき機能※を最優先で確保する

（ ※ ： 安全衛生機能・避難機能、揚水機能及び消毒機能 ）

下水管路破損の原因対応経緯

下水道施設の老朽化対策等の取組について

下水道施設の施設浸水対策について

津波、河川氾濫によって想定される浸水が生じたときでも、処理場・ポンプ場の機能が

確保できるように耐水化を図る

耐水化の基本方針

対策の概要

施設浸水対策の進捗状況

処理場 ポンプ場

（令和６年度末時点）

令和8年度末までに１００％完了令和１3年度末までに１００％完了

下水道施設耐水化計画（令和４年度～令和８年度）、 総合地震対策計画（令和３年度～令和１０年度）実施計画

■ 浸水なし （対策済含む）

■ 浸水予測あり （未対策）

施設浸水対策の取組状況

令和７年度 ： 主に松阪処理区のポンプ場（井生、川口、山添）の耐水化と、

                宮川浄化センターのスクリーンポンプ棟の津波対策を実施

対策後対策前

【対策事例】ポンプ場外周に防潮壁を整備（三渡川ポンプ場）
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